
岩手県立大学大学院社会福祉学研究科履修規程 

 

制定  平成 17年４月１日  規程第 35号  

改正  平成 19年３月 23日  規程第７号  

平成 22年３月 26日  規程第４号  

平成 25年３月 29日  規程第９号  

平成 26年３月 31日  規程第８号  

 

 (趣旨 ) 

第１条  この規程は、岩手県立大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）

第 11条第２項の規定に基づき、岩手県立大学大学院社会福祉学研究科（以下

「研究科」という。）に係る授業科目の履修方法等に関し必要な事項を定め

る。  

 

 (課程及び専攻 ) 

第２条  研究科の課程は、博士前期課程及び博士後期課程とする。  

２  研究科に、社会福祉学専攻を置く。  

３  専攻に、「総合福祉コース」及び「臨床心理コース」の教育研究領域を置

く。  

 

 (教育方法 ) 

第３条  博士前期課程の教育は、授業科目の授業及び修士論文等の作成に対す

る指導によって行うものとする。  

２  博士後期課程の教育は、研究及び博士論文の作成等に対する指導によって

行うものとする。  

 

 (授業科目等 ) 

第４条  授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別は、大学院学則別表第

１のとおりとする。  

２  大学院学則第 17条に規定する高等学校教諭専修免許状（福祉）の取得に必

要な授業科目の種類、単位数及び必修又は選択の別は、別表のとおりとする。 

３  指導教員が必要と認めたときは、研究科委員会の議を経て、学部の授業科

目（基盤教育科目を除く。）を履修させることがある。  

 

 (研究指導 ) 



第５条  研究指導の内容は、学生１名ごとに定めるものとする。  

２  研究科において、教育研究上有益と認めたときは、研究科委員会の議を経

て、学生が他大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けるこ

とを認めることができる。ただし、当該研究指導を受ける期間は、１年を超

えないものとする。  

３  前項の規定により受けた研究指導は、研究科委員会において審査の上、研

究科において受けた研究指導とみなすことができる。  

 

 (指導教員 ) 

第６条  学生の授業科目の履修及び学位論文の作成等の指導を行うために、研

究科委員会の議に基づき、学生ごとに２名以上の指導教員を定めるものとす

る。  

２  前項の指導教員のうち、１名を主指導教員とし、それ以外の教員を副指導

教員とする。  

 

 (履修の登録 ) 

第７条  学生は、授業科目の履修に当たっては、前期及び後期ごとに履修しよ

うとする授業科目について、所定の期日までに履修登録を行わなければなら

ない。  

２  履修登録は、学内情報システムにより届け出ることにより行うものとする。 

 

 （履修の取消し）  

第７条の２  学生は、履修登録を行った授業科目について、当初の履修目的が

達成されない等の理由がある場合には、当該授業科目の履修を取り消すこと

ができる。  

２  履修の取消しをしようとする学生は、別に定める履修取消期間中に、履修

取消届により学長に届け出るものとする。  

 

 (履修の制限 ) 

第８条  履修の制限については、岩手県立大学履修規程第 5条の規定を準用す

る。  

 

 (試験、成績の評価、追試験、再試験及び不正行為 ) 

第９条  試験、成績の評価、追試験、再試験及び不正行為については、岩手県

立大学履修規程第６条から第 10条までの規定をそれぞれ準用する。この場合



において、第９条第１項中「教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替

えるものとする。  

 

 (学位論文の提出 ) 

第 10条  学生は、研究指導教員の承認を得て、研究科委員会の定める期日まで

に学位論文を提出しなければならない。  

２  学位論文等の提出様式及び体裁については、別に定める。  

 

 (学位論文の審査 ) 

第 11条  学位論文の審査は、研究科委員会において選出された委員で組織され

た論文審査委員会が行う。  

 

 (修了試験 ) 

第 12条  修了試験は、所定の単位を修得した者、又は修得する見込みの者で、

学位論文を提出したものについて、論文審査委員会が、学位論文及び関連す

る授業科目等について口頭又は筆記により行う。  

 

 (修了要件 ) 

第 13条  修了するためには、大学院学則第 14条の規定により定められた在学す

べき年数以上在学し、大学院学則別表第２に定める修了に必要な単位数を修

得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文の審査及び修了試験に合

格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた

学生については、１年以上在学すれば足りるものとする。  

２  前項ただし書の規定を適用させようとする場合の基準及び学位論文の提

出等に関し必要な事項は、別に定める。  

 

 (入学前の既修得単位の認定 ) 

第 14条  入学前の既修得単位等の認定については、岩手県立大学履修規程第 15

条の規定を準用する。この場合において、「学則第 24条第１項に規定により

修得したものとみなし、又は与えることができる単位」とあるのは、「大学

院学則第 13条第１項の規定により修得したものとみなすことができる単位」

と、「出身大学」とあるのは「出身大学の大学院」と読み替えるものとする。  

 

 （休学期間中に外国の大学等において修得した単位の認定）  

第 15条  休学期間中の外国の大学の大学院において修得した単位の認定につ



いては、岩手県立大学履修規程第 15条の２の規定を準用する。この場合にお

いて、同条中「学則第 24条の２第１項の規定により修得したものとみなすこ

とができる単位」とあるのは「大学院学則第 13条の２第１項の規定による修

得したみなとみなすことができる単位」と、「修学した外国の大学」とある

のは「修学した外国の大学の大学院」と、「学部」とあるのは「研究科」と

読み替えるものとする。  

 

 (委任 ) 

第 16条  この規程に定めるもののほか、授業科目の履修方法等に関し必要な事

項は、研究科委員会が定める。  

 

   附  則  

 この規程は、平成 17年４月１日から施行する。  

 

   附  則（平成 19年３月 23日  規程第７号）  

 この規程は、平成 19年４月１日から施行する。  

 

   附  則（平成 22年３月 26日  規程第４号）  

 この規程は、平成 22年４月１日から施行する。  

 

   附  則（平成 25 年３月 29 日  規程第９号）  

１  この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。  

２  平成 24 年４月１日において現に在学している者（以下「在学生」という。）

の授業科目の履修及び成績の評価については、この規程による改正後の岩手

県立大学大学院社会福祉学研究科履修規程の規定にかかわらず、なお従前の

例による。  

３  平成 24 年４月１日以降において再入学した者に係る授業科目の履修及び

成績の評価については、当該者の属する年次の在学生の例による。  

 

   附  則（平成 26 年３月 31 日  規程第８号）  

１  この規程は、平成 26 年４月１日から施行する。  

２  この規程の施行の際現に在学している者（以下「在学生」という。）の指

導教員については、この規程による改正後の岩手県立大学院社会福祉学研究

科履修規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

３  この規程の施行の日以降において再入学した者に係る指導教員について



は、当該者の属する年次の在学生の例による。  



別表(第 4条関係) 

 

教育職員免許法施行規則に定める科

目区分及び免許状取得に必要な最低

単位数 
授業科目の名称 

単位数 
備考 

科目区分 最低単位数 必修 選択 

福祉の教科に関する

科目 

24単位 福祉研究の方法Ⅰ  2 選択 24単位以上 

領域研究Ａ（福祉政策・行政）  2 

領域研究Ｂ（地域福祉）  2 

領域研究Ｃ（社会保障）  2 

領域研究Ｄ（福祉経営）  2 

領域研究Ｅ（児童福祉）  2 

領域研究Ｆ（高齢者福祉）  2 

領域研究Ｇ（障害者福祉）  2 

領域研究Ｈ（精神保健福祉）  2 

理論研究ＳⅠ  2 

理論研究ＳⅤ  2 

理論研究ＳⅥ  2 

理論研究ＳⅦ  2 

理論研究ＳⅧ  2 

理論研究ＳⅨ  2 

理論研究ＰⅣ  2 

課題研究ＳⅠ  2 

課題研究ＳⅡ  2 

課題研究ＳⅢ  2 

課題研究ＳⅣ  2 

課題研究ＳⅥ  2 

課題研究ＳⅦ  2 

課題研究ＳⅧ  2 

課題研究ＳⅨ  2 

課題研究ＳⅩ  2 

課題研究ＰⅢ  2 

実習Ｒ（実務研究）  2 

 


